
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
整
備
課
）　

　

二

〇
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟
橋
の
使
用
（
漁
獲
物
を
陸
揚
げ
す
る
場
合
に
限
る
。）

　

の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

二

〇
漁
港
管
理
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た
施
設
及
び
研

　

修
室
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
指
定
管
理
者
の
管
理
業
務
の
全
部
停
止
（
五
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
指
定
管
理
者
の
管
理
業
務
の
一
部
停
止 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
県
道
の
路
線
廃
止 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

四

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

五

 
公

告

〇
境
界
地
の
道
路
の
管
理
に
関
す
る
協
定
の
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

六

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

六

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

六

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

 
監
査
委
員

〇
定
期
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表 

七

 
公
安
委
員
会

〇
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施 

九

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

グ
ル
ー
プ
ゆ
う

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

中
村　

祥
子

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
泉
区
南
中
山
二
丁
目
二
番
三
号　

南
中
山
プ
ラ
ザ
内

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

本
会
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
の
自
立
を
支
援
す
る
食
事
サ
ー
ビ
ス
事
業
や
在
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
ま
た
そ
れ
を
推
進
す
る
為
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
等
を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
齢
に
な
っ
て
も
障
害
を
持
っ
て
も
地
域
で
安
心
し
て

自
分
ら
し
く
生
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
社

会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
三
八
八

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

す
て
い
じ
仙
台

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
金
生
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二

第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岸
壁
、
物
揚
場

及
び
桟
橋
の
使
用
（
漁
獲
物
を
陸
揚
げ
す
る
場
合
に
限
る
。）
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
四
月
一

日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
管
理
条
例

（
平
成
元
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
し
た
施
設
（
以
下
「
指
定

施
設
」
と
い
う
。）
及
び
研
修
室
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日
次
の
と
お
り
委

託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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仙
台
市
泉
区
高
森
七
丁

目
一
番
地
の
四

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型

チ
ャ
レ
ン
ジ
ド

ら
い
ふ

十
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
三
八
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

す
て
い
じ
仙
台

仙
台
市
泉
区
高
森
七
丁
目
一
番
地
の
四

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

チ
ャ
レ
ン
ジ
ド

ら
い
ふ

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
三
年

九
月
三
十
日

委　
　

託　
　

内　
　

容

塩
釜
漁
港
に
お
け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟

橋
の
使
用
料
の
徴
収

石
巻
漁
港
、
渡
波
漁
港
及
び
鮎
川
漁
港
に
お

け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟
橋
の
使
用
料
の

徴
収

気
仙
沼
漁
港
に
お
け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び

桟
橋
の
使
用
料
の
徴
収

女
川
漁
港
に
お
け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟

橋
の
使
用
料
の
徴
収

志
津
川
漁
港
に
お
け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び

桟
橋
の
使
用
料
の
徴
収

閖
上
漁
港
に
お
け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟

橋
の
使
用
料
の
徴
収

荒
浜
漁
港
に
お
け
る
岸
壁
、
物
揚
場
及
び
桟

橋
の
使
用
料
の
徴
収

委　

託　

期　

間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

委
託
の
相
手
方

塩
竈
市

石
巻
市

気
仙
沼
市

女
川
町

南
三
陸
町

名
取
市
閖
上
四
丁
目
十

四
番
九
号

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

閖
上
支
所

亘
理
郡
亘
理
町
荒
浜
字

築
港
通
り
二
十
五
番
地

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

亘
理
支
所

委　
　

託　
　

内　
　

容

閖
上
漁
港
の
指
定
施
設
（
ヨ
ッ
ト
専
用
保
管

施
設
、
レ
ジ
ャ
ー
用
小
型
船
舶
保
管
施
設
、

倉
庫
、
及
び
ク
レ
ー
ン
）
及
び
研
修
室
の
使

用
料
の
徴
収

委
託
の
相
手
方

 
石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

委　

託　

期　

間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　

小
鯖
漁
港
の
指
定
施
設
、
鮪
立
漁
港
の
指
定
施
設
、
松
岩
漁
港
の
指
定
施
設
、
波
路
上
漁
港
の
指
定
施
設
、
浦
の

浜
漁
港
の
指
定
施
設
、
日
門
漁
港
の
指
定
施
設
、
泊
（
歌
津
）
漁
港
の
指
定
施
設
、
伊
里
前
漁
港
の
指
定
施
設
、
志

津
川
漁
港
の
指
定
施
設
、
波
伝
谷
漁
港
の
指
定
施
設
、
雄
勝
漁
港
の
指
定
施
設
、
桃
ノ
浦
漁
港
の
指
定
施
設
、
閖
上

漁
港
の
指
定
施
設
及
び
研
修
室
、
荒
浜
漁
港
の
指
定
施
設
、
気
仙
沼
漁
港
の
指
定
施
設
（
浜
町
桟
橋
横
泊
地
、
魚
町

三
丁
目
岸
壁
横
泊
地
、
大
浦
防
波
堤
横
泊
地
、
大
浦
護
岸
横
泊
地
、
小
々
汐
防
波
堤
横
泊
地
、
梶
ヶ
浦
物
揚
場
護
岸

横
泊
地
、
梶
ヶ
浦
胸
壁
横
泊
地
①
及
び
梶
ヶ
浦
胸
壁
横
泊
地
②
）、
塩
釜
漁
港
の
指
定
施
設
（
越
の
浦
泊
地
）
及
び

女
川
漁
港
の
指
定
施
設

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

小
鯖
漁
港
外
十
六
漁
港
の
指
定
施
設
及
び
閖
上
漁
港
の
研
修
室
の
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　

気
仙
沼
漁
港
の
指
定
施
設
（
魚
町
二
丁
目
護
岸
横
泊
地
、
潮
見
町
防
波
堤
横
泊
地
、
魚
市
場
前
護
岸
横
泊
地
及
び

南
町
岸
壁
横
泊
地
）

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

気
仙
沼
漁
業
協
同
組
合

　
　

気
仙
沼
市
魚
市
場
前
八
番
二
十
五
号

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　

気
仙
沼
漁
港
の
指
定
施
設
（
魚
町
二
丁
目
護
岸
横
泊
地
、
潮
見
町
防
波
堤
横
泊
地
、
魚
市
場
前
護
岸
横
泊
地
及
び

南
町
岸
壁
横
泊
地
）
の
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

塩
釜
漁
港
の
指
定
施
設
（
物
揚
場
、
岸
壁
、
護
岸
及
び
桟
橋
横
泊
地
）

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

塩
竈
市
観
光
物
産
協
会

　
　

塩
竈
市
旭
町
一
番
一
号

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

塩
釜
漁
港
の
指
定
施
設
（
物
揚
場
、
岸
壁
、
護
岸
及
び
桟
橋
横
泊
地
）
の
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

塩
釜
漁
港
の
指
定
施
設
（
釜
の
渕
泊
地
）

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

塩
釜
市
漁
業
協
同
組
合

　
　

塩
竈
市
新
浜
町
三
丁
目
三
十
番
十
七
号

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

塩
釜
漁
港
の
指
定
施
設
（
釜
の
渕
泊
地
）
の
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止
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四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

鮎
川
漁
港
の
指
定
施
設

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

牡
鹿
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
鮎
川
浜
丁
十
六
番
地

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

鮎
川
漁
港
の
指
定
施
設
の
管
理
の
業
務
の
全
部
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

気
仙
沼
漁
港
の
駐
車
場

二　

指
定
管
理
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

気
仙
沼
漁
港
の
駐
車
場
の
管
理
の
業
務
の
う
ち
駐
車
場
の
使
用
の
許
可
に
関
す
る
業
務
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
県
道
の
路
線
を
廃
止
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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路
線
番
号

二
四
四

路　
　

線　
　

名

半
田
山
下
線

起　
　
　
　
　

点

終　
　
　
　
　

点

角
田
市
藤
田

亘
理
郡
山
元
町
大
平

重
要
な
経
過
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

区
域
の
名
称

大
吉
野
沢
２

大
吉
野
沢
の

２山
田
沢

岩
崎

黒
沢
の
２

大
沢
堤

大
欠

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

区　

域　

の　

所　

在　

地

石
巻
市
飯
野
字
大
吉
野
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
巻
市
飯
野
字
大
吉
野
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
巻
市
桃
生
町
樫
崎
字
山
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
宮
下
南（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
前
谷
地
字
黒
沢（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
北
村
字
大
沢
堤（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
北
村
字
吉
荒
、同
市
北
村
字
大
欠（
次

の
図
の
と
お
り
）

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項次
の
図
の
と

お
り

縦　
覧　
場　
所

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所



 

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
九
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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踏
返
一

踏
返
二

山
田

大
吉
野
の
２

大
吉
野
の
３

大
吉
野
の
４

沢
田
の
１

沢
田
の
２

沢
田
の
３

大
吉
野
の
７

大
吉
野
の
８

大
吉
野
の
５

岩
崎
の
２

大
吉
野
の
６

今
泉
前

山
田
の
２

餅
田
の
１

餅
田
の
２

筒
の
山

十
階
松

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

石
巻
市
北
村
字
踏
返
二（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
北
村
字
踏
返
一（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
桃
生
町
樫
崎
字
山
田
（
次
の
図
の
と

お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
大
吉
野
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
巻
市
飯
野
字
大
吉
野（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
大
吉
野
入
（
次
の
図
の
と
お

り
）

石
巻
市
相
野
谷
字
沢
田
、
同
市
相
野
谷
字
今

泉
前
（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
相
野
谷
字
沢
田（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
相
野
谷
字
沢
田（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
外
吉
野
戸
場
柄
（
次
の
図
の

と
お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
外
吉
野
戸
場
柄
、
同
市
飯
野

字
大
吉
野
入
（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
大
吉
野（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
岩
崎
（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
飯
野
字
外
吉
野（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
相
野
谷
字
今
泉
前
、
同
市
相
野
谷
字

旧
屋
敷
（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
桃
生
町
樫
崎
字
金
辻
（
次
の
図
の
と

お
り
）

東
松
島
市
大
塩
字
餅
田（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
松
島
市
大
塩
字
餅
田（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
松
島
市
西
福
田
字
大
日
向
（
次
の
図
の
と

お
り
）

東
松
島
市
西
福
田
字
下
十
階
松
、
同
市
西
福

田
字
上
十
階
松
、
同
市
西
福
田
字
大
沢
（
次

の
図
の
と
お
り
）

目
移

堀
切

餅
田
の
３

餅
田
の
４

筒
の
山
の
２

筒
の
山
の
３

大
沢
の
沢

十
二
神
沢

十
二
神
沢

十
二
神
沢

安
住
沢

浦
宿
浜
安
住

大
沢
の
１

大
沢
の
２

安
住

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

急
傾
斜
地

の
崩
壊

東
松
島
市
西
福
田
字
関
下
、
同
市
西
福
田
字

堀
切
（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
松
島
市
西
福
田
字
堀
切
（
次
の
図
の
と
お

り
）

東
松
島
市
大
塩
字
餅
田（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
松
島
市
大
塩
字
餅
田（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
松
島
市
西
福
田
字
筒
の
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

東
松
島
市
西
福
田
字
筒
の
山
（
次
の
図
の
と

お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
篠
浜
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
（
次
の
図
の

と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
篠
浜
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
安
住
、
同
町
浦
宿

浜
字
篠
浜
山
（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
寄
木
、
同
町
浦
宿

浜
字
天
王
、
同
町
浦
宿
浜
字
供
養
、
同
町
浦

宿
浜
字
折
下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
寄
木
、
同
町
浦
宿

浜
字
三
郎
浜
（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
篠
浜
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）



　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

 
公

告

〇
宮
城
県
及
び
宮
城
県
知
事
と
岩
手
県
及
び
岩
手
県
知
事
と
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
両
県
の
境
界
に
係
る
道
路
の
管
理
の
方
法
に
関
し
協
議
し
、
昭

和
三
十
六
年
六
月
三
十
日
付
け
で
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
一
日
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
、
平

成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
及
び
平
成
十
七
年
九
月
二
十
日
付
け
で
そ
の
内
容
の
変
更
に
つ
き
公
告
し
た
協
定
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
協
定
を
締
結
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
条
の
表
中
「
岩
手
県
東
磐
井
郡
藤
沢
町
」
を
「
岩
手
県
一
関
市
藤
沢
町
」
に
、「
宮
城
県
本
吉
郡
本
吉
町
」
を

「
宮
城
県
気
仙
沼
市
本
吉
町
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
協
定
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六－

四
十
二

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「（
助
手
を
含
む
。）」
を
削
り
、
同
表
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
中

に
改
め
、
同
表
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「（
助
手
を
含
む
。）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則
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区
域
の
名
称

大
吉
野
沢
の

１金
辻
沢

舘
下
沢

十
二
神
沢

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

区　

域　

の　

所　

在　

地

石
巻
市
飯
野
字
外
吉
野
戸
場
柄
、
同
市
飯
野

字
大
吉
野
入
（
次
の
図
の
と
お
り
）

石
巻
市
桃
生
町
樫
崎
字
金
辻
、
同
市
桃
生
町

樫
崎
字
山
田
（
次
の
図
の
と
お
り
）

東
松
島
市
矢
本
字
沢
目
、
同
市
矢
本
字
上
沢

目
、
同
市
矢
本
字
舘
下
、
同
市
矢
本
字
上
舘

下
（
次
の
図
の
と
お
り
）

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
、
同
町
女
川

浜
字
女
川
（
次
の
図
の
と
お
り
）

縦　

覧　

場　

所

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
飯
野
坂
五
丁
目
八
番
三
十

　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二
丁
目
二－

十
一

 

株
式
会
社
み
つ
ば　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
一
丁
目
四
番
一
の
一
部
（
第
一
工

区
）

　

大
阪
市
北
区
堂
島
浜
一
丁
目
四
番
四
号

 

Ｍ
Ｉ
Ｄ
都
市
開
発
株
式
会
社　
　

「

と
畜
検
査
員
（
給
与
条
例
第
九
条
の

規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の
支
給
を

受
け
る
職
員
を
除
く
。）

 

三

」
を

「
�
　

と
畜
検
査
員
（
給
与
条
例
第
九

条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の

支
給
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。）

�
　

病
理
細
菌
技
術
者

 

三

 

一

」



　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
別
表
第
一
食

肉
衛
生
検
査
所
の
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五－

二
十
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
八
条
の
四
中
「
第
五
条
第
七
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六－

二
十
八

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
条
の
四
中
「
第
五
条
第
七
項
」
を
「
第
五
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
10号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
等
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項

の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
条
同
項
の
規
定

に
基
づ
き
公
表
す
る
。

　
　
平
成
23年

９
月
30日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
内
　
　
海
　
　
　
　
　
太
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
　々
　木
　
　
敏
　
　
克
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
23年

３
月
31日

２
　
宮
城
県
知
事
か
ら
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
23年

８
月
25日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
�
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
302,886,354円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
566,399,962円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
869,286,316円

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
284,776,093円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
499,141,615円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
783,917,708円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
納
期
内
納
付
を
推
進
す
る
た
め
，
地
元
マ
ス
コ
ミ
や
市
町
広
報
紙
を
活
用
し
て
周
知
を
行
っ
た
ほ
か
，
地
元

ス
ー
パ
ー
で
の
街
頭
啓
発
を
実
施
し
た
。

　
効
果
的
な
滞
納
処
分
の
た
め
，
自
動
車
の
差
押
を
積
極
的
に
実
施
し
，
前
年
を
大
き
く
上
回
る
194件

を
差

し
押
さ
え
し
た
。
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ま
た
，
給
料
，
預
貯
金
等
換
価
性
の
高
い
債
権
を
中
心
に
実
施
し
た
結
果
，
合
計
で
差
押
目
標
の
630件

を

超
え
る
675件

を
差
し
押
さ
え
た
。
特
に
悪
質
な
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
や
捜
索
を
実
施
し
，

収
入
確
保
に
努
め
た
。

　
個
人
県
民
税
の
徴
収
対
策
に
つ
い
て
は
，
普
通
徴
収
か
ら
特
別
徴
収
へ
の
移
行
を
促
進
さ
せ
る
た
め
，
市
町

と
共
同
で
50事

業
所
を
訪
問
し
て
の
働
き
掛
け
や
583事

業
主
へ
移
行
依
頼
文
書
を
発
送
し
た
。

　
ま
た
，
地
方
税
法
48条

直
接
徴
収
，
共
同
催
告
を
実
施
す
る
な
ど
，
市
町
へ
徴
収
支
援
を
行
い
，
個
人
県
民

税
の
収
入
確
保
に
努
め
た
。

　
３
月
11日

に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
，
管
内
は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
か
ら
，
市
町
に
対

す
る
災
害
支
援
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
。

　
�
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
み
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
さ
ら
に

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
21年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
63,382,861円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
129,185,587円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
192,568,448円

　
　
　
　
・
Ｈ
20年

度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
 
70,366,599円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
 
124,158,082円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
 
194,524,681円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
　
適
切
な
税
収
の
確
保
を
図
る
た
め
，
約
1,800人

の
滞
納
者
に
対
し
て
，
財
産
調
査
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
上
記
の
調
査
に
基
づ
き
，
250件

の
差
押
目
標
に
対
し
て
270件

を
実
施
し
た
。

　
差
押
物
件
の
内
容
に
つ
い
て
は
，
充
当
性
の
高
い
預
貯
金
を
基
本
に
，
は
じ
め
て
の
取
組
と
し
て
農
協
出
資

金
，
生
命
保
険
及
び
自
動
車
の
差
押
も
積
極
的
に
行
っ
た
。

　
最
大
の
滞
納
税
目
で
あ
る
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
個
人
住
民
税
特
別
徴
収
推
進
対
策
に
基
づ
き
登
米
市

と
連
携
し
，
法
人
に
対
し
て
特
別
徴
収
義
務
に
つ
い
て
働
き
か
け
を
行
っ
た
結
果
，
収
入
率
の
改
善
が
図
ら
れ

た
。

　
さ
ら
に
，
事
務
運
営
基
本
方
針
及
び
事
務
実
施
計
画
等
に
基
づ
き
，
夜
間
電
話
催
告
や
訪
問
徴
収
を
行
っ
た
。

　
�
　
食
肉
衛
生
検
査
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
複
写
サ
ー
ビ
ス
料
金
に
つ
い
て
，
基
本
枚
数
ま
で
の
基
本
料
金
に
基
本
枚
数
以
内
の
実
使
用
枚
数
料
金
を

加
え
て
支
出
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
契
約
期
間

　
　
　
　
　
�
　
平
成
17年

４
月
１
日
～
平
成
20年

３
月
31日

　
　
　
　
　
�
　
平
成
20年

４
月
１
日
～
平
成
23年

３
月
31日

　
　
　
　
・
基
本
料
金

　
　
　
　
　
�
　
12,000円

（
5,000枚

ま
で
）

　
　
　
　
　
�
　
13,120円

（
8,000枚

ま
で
）

　
　
　
　
・
過
誤
払
期
間
　
平
成
17年

４
月
分
～
平
成
22年

６
月
分

　
　
　
　
・
過
誤
払
額
　
　
785,917円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
事
務
所
に
お
い
て
過
誤
払
い
が
確
認
さ
れ
た
時
点
で
，
返
納
協
議
を
行
い
，
協
議
成
立
後
速
や
か
に
返
納
手

続
き
を
行
っ
た
。

　
過
誤
払
い
の
原
因
と
し
て
は
，
請
求
書
の
内
訳
内
容
に
つ
い
て
，
契
約
書
ど
お
り
の
請
求
で
あ
る
か
を
確
認

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
，
今
後
，
会
計
事
務
に
お
い
て
，
複
数
の
職
員
で
確
認
す
る
チ
ェ
ッ
ク

体
制
を
一
層
強
化
す
る
と
と
も
に
，
長
期
継
続
契
約
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
年
度
当
初
等
に
必
ず
確
認
す
る
等

こ
の
よ
う
な
過
ち
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。

　
�
　
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
支
出
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
平
成
21年

３
月
分
複
写
サ
ー
ビ
ス
料
金
に
つ
い
て
，
請
求
書
の
請
求
者
印
の
押
印
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
，
後
で
請
求
書
を
差
し
替
え
る
こ
と
と
し
て
支
出
し
た
も
の
。
さ
ら
に
，
後
日
送
付
さ
れ
た
同
額
の
請
求

書
に
つ
い
て
，
支
出
済
み
で
あ
る
こ
と
を
失
念
し
，
再
度
支
払
い
手
続
き
を
と
っ
た
た
め
二
重
に
支
出
し
た

も
の
。
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・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
過
誤
払
額
　
5,775円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

・
本
事
案
が
判
明
し
た
直
後
か
ら
，
押
印
の
な
い
支
出
証
拠
書
類
の
差
し
替
え
を
前
提
と
し
た
事
務
処
理
を
行

わ
な
い
こ
と
を
徹
底
し
て
い
る
。

・
書
類
の
審
査
確
認
は
，
担
当
，
班
員
，
班
長
，
次
長
（
総
括
担
当
），
所
長
と
そ
れ
ぞ
れ
が
細
心
の
注
意
を

持
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
。

・
出
納
責
任
者
は
，
会
計
管
理
者
の
補
佐
で
最
終
責
任
者
で
あ
る
と
の
使
命
を
自
覚
し
，
業
務
を
遂
行
し
て
い

る
。

・
人
事
異
動
の
際
に
は
リ
ス
ト
を
作
成
し
，
事
務
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
を
職
員
に
周
知
徹
底
さ
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
以
上
の
対
策
を
講
じ
て
，
再
発
防
止
に
努
め
て
い
る
。

　
�
　
石
巻
西
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
教
職
員
特
殊
業
務
手
当
に
お
い
て
，
不
正
受
給
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
休
日
に
部
活
動
指
導
を
行
っ
た
際
に
支
給
さ
れ
る
教
員
特
殊
業
務
手
当
（
い
わ
ゆ
る
部
活
動
指
導
手
当
）

に
つ
い
て
，
平
成
22年

４
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
，
職
員
が
指
導
の
実
態
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
指
導
を

行
っ
た
と
称
し
た
虚
偽
の
支
給
申
請
を
行
い
，
手
当
を
受
給
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
23件

　
　
　
　
・
支
給
金
額
　
55,200円

（
2,400円

／
日
）

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
職
員
会
議
に
お
い
て
職
員
全
員
に
教
員
特
殊
業
務
手
当
不
正
受
給
の
概
要
を
説
明
し
，
手
当
の
支
給
規
則
を

周
知
し
た
。
ま
た
，
改
正
さ
れ
た
教
員
特
殊
業
務
手
当
台
帳
兼
支
給
整
理
簿
の
申
請
及
び
確
認
を
徹
底
し
，
従

来
か
ら
行
っ
て
き
た
休
日
出
勤
職
員
の
来
校
者
名
簿
へ
の
記
載
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
，
警
備
員
に
よ
る
休
日

出
勤
職
員
の
警
備
日
誌
へ
の
名
前
記
載
を
新
た
に
行
っ
て
い
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
88号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
，
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
23年

９
月
30日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
檜
山
　
公
夫
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
，
期
日
及
び
場
所

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
�
　
受
付
期
間

　
平
成
23年

９
月
30日

（
金
）
か
ら
平
成
23年

10月
18日

（
火
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時
15分

ま
で
（
土
曜
，
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
�
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番

地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
�
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
平
成
23年

９
月
30日

（
金
）
以
降
（
土
曜
，
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

資
格
審
査
の
場
所

資
格
審
査
の
期
日

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番

地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

平
成
23年

11月
５
日
か
ら

平
成
24年

１
月
31日

ま
で

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

　
現
に
技
能
検
定
員
，
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

普
通
自
動
二
輪
車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資

格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し

よ
う
と
す
る
者

　
新
た
に
大
型
，
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
平
成
22年

，
23年

度
自
動
車
安
全
運
転

セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等
に
よ

り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者
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イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
，
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601（

内
線
221，

222）


	無題

